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卒業式の実施について（ご連絡） 

 

 向春の候、保護者の皆さまにおかれましては、ご健勝のことと存じます。平素は、本校の教育活動に

ご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、今年度の卒業式につきましては、ご存じの通り文部科学省より「卒業式については、生徒・教

職員については、マスクを外すことを基本とする」という方針が出されました。このことを受け、大阪

府教育委員会より同様の通達がありましたので、本校でも下記により、卒業証書授与式を実施すること

といたしました。 

 つきましては、３年生保護者の皆さまには、当初はマスク着用にての実施をご連絡させて頂いたにも

関わりませず、急な変更になり、誠に申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 なお、今年度は、１・２年生の在校生についても希望者は参列のうえ実施することといたしました。

あわせて、ご連絡申し上げます。 

 

記 

 

１ 基本的な考え方 

 （１）生徒及び教職員は入・退場、式辞、祝辞、卒業証書授与、修学証書授与、送辞、答辞など式典

全般において、マスクを外すことを基本として実施します。 

    ただし、生徒及び教職員において、考え方やそれぞれの環境も異なりますので、必ずマスクを

外すということとはせず、個々の状況に応じて、マスクを着用して臨まれても構いません。 

 （２）保護者の皆さまは、マスク着用による式典への参列といたします。 

２ 国歌・校歌斉唱及び卒業の歌について 

 （１）先般のご案内では、国歌・校歌斉唱及び卒業の歌につきましては、感染防止の観点から清聴と

しておりましたが、今回の通達を受け、国歌・校歌及び卒業の歌は斉唱といたします。 

（２）国歌・校歌斉唱及び卒業の歌の際には、座席間に十分な身体的距離を保てないことから、マス

ク着用の上で斉唱といたします。 

３ 卒業証書授与、修学証書授与、式辞、祝辞、送辞、答辞等 

 （１）卒業証書授与及び修学証書授与については、各クラスで授与される代表との距離を十分に保つ

ことは困難ですが、対面する時間が短時間であることを鑑み、マスクの着用については、個々

の判断にて実施いたします。 

 （２）祝辞、送辞、答辞等については、十分な身体的距離が保てることから、マスクを外して行って

も構わないものといたします。 

４ その他 

 （１）当日、発熱に限らず咽頭痛や咳など、普段と異なる症状がある場合には、卒業式への参加を控

えて頂きますようお願いいたします。 

 （２）感染防止策として、換気等を十分に行いながら実施するため、当日の気温によっては寒いこと

が考えられます。そのため、防寒にもご留意ください。 


